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序

文

京
都
大
学
百
年
史
は
全
体
で
七
巻
の
予
定
で
、
こ
れ
ま
で
総
説
編
、
部
局
史
編
三
巻
、
計
四
巻
が
出
版
さ
れ

て
き
た
。
そ
し
て
い
よ
い
よ
資
料
編
の
最
初
の
巻
が
発
刊
さ
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
来
た
。

京
都
大
学
の
活
動
し
て
き
た
百
年
の
聞
に
は
非
常
に
多
く
の
出
来
事
が
あ
り
、
京
都
大
学
に
関
係
し
た
そ
れ

ら
の
内
容
を
知
る
こ
と
は
日
本
の
歴
史
の
一
端
を
知
る
こ
と
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
か
ら
の
大
学
の
発
展
に

と
っ
て
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
既
に
出
版
さ
れ
て
い
る
総
説
編
、
部
局
史
編
に
よ
っ

て
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

そ
こ
に
盛
り
こ
む
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
多
く
の
こ
と
が
こ
の
資
料
編
三
巻
に

存
在
す
る
。

大
学
の
組
織
や
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
は
関
係
法
令
・
規
則
の
集
成
か
ら
、
ま
た
、
そ
の
時
々
の
大
学
の
お
か

れ
た
状
況
に
つ
い
て
は
多
く
の
記
事
・
デ
ー
タ
や
人
々
の
残
し
た
記
録
な
ど
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
、

(1) 



資
料
編
三
巻
は
こ
の
百
年
の
い
ろ
い
ろ
な
時
点
に
お
け
る
京
都
大
学
の
姿
を
歴
史
の
流
れ
の
中
で
く
わ
し
く
見

(2) 

せ
て
く
れ
る
に
ち
が
い
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
四
巻
と
は
全
く
ち
が
っ
た
楽
し
さ
と
価
値
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学
に
は
数
百
年
の
歴
史
を
持
つ
も
の
が
あ
り
、
大
学
の
歴
史
に
つ
い
て
も
多
く
の
研
究
が

あ
る
が
、

日
本
の
近
代
的
大
学
の
歴
史
は
明
治
以
後
で
あ
っ
て
、
そ
の
大
学
史
を
専
門
と
す
る
研
究
者
は
非
常

に
少
く
、
研
究
の
た
め
の
資
料
も
け
っ
し
て
整
備
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
状
態
に
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
中

で
、
こ
の
京
都
大
学
百
年
史
資
料
編
三
巻
は
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
大
学
史
研
究
の
た
め
の
貴
重
な
集
成
と
し
て

評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

京
都
大
学
百
年
史
編
集
史
料
室
に
は
こ
の
三
巻
に
ま
と
め
ら
れ
た
資
料
の
ほ
か
に
膨
大
な
資
料
が
あ
り
、
資

料
編
の
編
集
作
業
が
終
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
資
料
が
散
逸
し
な
い
よ
う
に
整
理
し
管
理
し
な
が
ら
、
大
学
史
研

究
に
よ
く
活
用
さ
れ
る
方
法
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
多
く
の
方
々
の
理
解
と
協
力
を

お
願
い
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

平
成
元
年
か
ら
始
ま
っ
た
百
年
史
の
企
画
立
案
は
そ
の
後
編
集
委
員
会
の
設
置
と
な
り
、
さ
ら
に
附
属
図
書

館
の
中
に
京
都
大
学
百
年
史
編
集
史
料
室
が
設
け
ら
れ
、
本
格
的
な
史
料
の
収
集
が
始
め
ら
れ
、
今
日
に
至
つ



て
い
る
。
そ
の
聞
こ
の
編
集
史
料
室
で
一
貫
し
て
史
料
の
収
集
と
編
集
作
業
に
た
ず
さ
わ
っ
て
下
さ
っ
た
西
山

伸
氏
を
は
じ
め
と
す
る
史
料
室
の
皆
様
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。
資
料
編
三
巻
を
含
む
京
都
大
学
百
年
史
全
七
巻

の
出
版
は
、
財
団
法
人
京
都
大
学
後
援
会
の
御
支
援
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
二
年
七
月

京
都
大
学
総
長

長
尾

真

(3) 



(4) 

序

文

平
成
二
年
に
発
足
し
た
京
都
大
学
百
年
史
編
集
委
員
会
は
、
こ
れ
ま
で
四
人
の
編
集
委
員
長
の
も
と
、
部
局

史
編
三
巻
(
平
成
九
年
刊
行
)
、
総
説
編
(
平
成
一

O
年
刊
行
)
の
編
集
を
行
っ
て
き
た
。
そ
し
て
こ
の
ほ
ど
資

料
編
三
巻
の
刊
行
が
開
始
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
。

近
年
多
く
の
大
学
で
沿
革
史
の
編
纂
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
際
に
資
料
編
あ
る
い
は
資
料
集
を
作
成
す

る
大
学
も
珍
し
く
な
く
な
っ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
大
学
沿
革
史
の
編
纂
が
学
術
的
成
果
に
も
と
づ
い
て
行

わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
常
識
と
な
り
つ
つ
あ
る
事
実
を
示
す
も
の
で
、
編
集
委
員
会
に
と
っ
て
は
大
変
喜
ば
し

い
こ
と
で
あ
る
反
面
、
社
会
に
対
す
る
よ
り
大
き
な
責
任
を
負
う
こ
と
も
意
味
す
る
と
言
え
よ
う
。
特
に
資
料

編
は
、
史
料
・
デ
l
タ
等
を
直
接
収
録
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
の
編
集
に
は
一
層
の
厳
密
き
が
不
可
欠
で

あ
る
と
い
う
の
が
わ
れ
わ
れ
の
共
通
し
た
認
識
で
あ
っ
た
。



こ
の
よ
う
な
認
識
の
も
と
、
編
集
委
員
会
で
議
論
を
積
み
重
ね
た
結
果
、
多
面
的
な
視
点
か
ら
京
都
大
学
の

歴
史
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
資
料
編
は
次
の
五
編
構
成
と
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。

ま
ず
京
都
大
学
の
制
度
的
変
遷
を
示
す
た
め
、
関
連
す
る
法
令
お
よ
ぴ
学
内
規
則
を
可
能
な
限
り
網
羅
的
に

収
録
し
、
「
第
一
編

法
令
・
規
則
」
と
し
た
。
次
に
、
京
都
大
学
に
お
け
る
様
々
な
出
来
事
、
事
件
を
、
公
文

書
以
外
の
諸
種
の
史
料
も
収
録
し
て
立
体
的
に
描
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
「
第
二
編

百
年
の
出
来
事
」
を
設

定
し
た
。
ま
た
、
大
学
の
主
要
な
行
事
で
あ
る
入
学
式
・
卒
業
式
、
そ
し
て
そ
の
場
に
お
け
る
歴
代
総
長
の
式

辞
は
、
自
ず
と
各
時
代
の
京
都
大
学
の
姿
を
雄
弁
に
語
る
も
の
と
考
え
「
第
三
編

式
典
・
式
辞
」
を
設
け
た
。

さ
ら
に
、
京
都
大
学
の
歴
史
を
客
観
的
に
考
え
る
た
め
の
基
礎
資
料
と
し
て
、
組
織
・
人
事
等
の
変
遷
、
各
種

の
数
値
デ
ー
タ
を
整
理
し
て
「
第
四
編

一
覧
・
統
計
」
と
し
た
。
そ
し
て
最
後
に
、
年
代
ご
と
に
京
都
大
学

の
歴
史
を
一
望
す
る
た
め
に
「
第
五
編

年
表
」
を
置
く
こ
と
と
し
た
。

以
上
の
構
成
に
従
っ
て
、
編
集
主
任
嘱
波
護
大
学
院
文
学
研
究
科
・
文
学
部
教
授
の
も
と
で
編
集
作
業
が
進

め
ら
れ
た
。
具
体
的
な
項
目
の
設
定
や
史
料
の
選
択
等
に
関
し
て
は
、
百
年
史
編
集
委
員
会
専
門
委
員
会
の
な

か
に
設
け
ら
れ
た
「
資
料
編
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
」
(
藤
差
譲
治
大
学
院
文
学
研
究
科
・
文
学
部
教
授
を
主

(5) 



査
と
し
、
辻
本
雅
史
大
学
院
教
育
学
研
究
科
・
教
育
学
部
教
授
、
伊
藤
之
雄
大
学
院
法
学
研
究
科
・
法
学
部
教

(6) 

授
、
西
山
伸
大
学
院
文
学
研
究
科
・
文
学
部
助
手
・
百
年
史
編
集
史
料
{
室
、
冨
岡
勝
大
学
院
教
育
学
研
究
科
・

教
育
学
部
助
手
・
百
年
史
編
集
史
料
室
、
を
構
成
員
と
す
る
)
に
お
い
て
検
討
さ
れ
た
。
百
年
史
編
集
史
料
室

か
ら
提
出
さ
れ
た
原
案
に
も
と
づ
い
て
、

ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
に
編
集
委
員
長
や
編
集
主
任
も
加
わ
り
、

活
発
な
議
論
の
末
に
成
案
を
作
成
し
、
そ
れ
を
専
門
委
員
会
で
、
さ
ら
に
は
編
集
委
員
会
で
決
定
す
る
と
い
う

手
続
き
を
経
て
、
内
容
が
固
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

資
料
編
は
、
こ
の
第
一
巻
の
刊
行
に
引
き
続
き
、
第
二
巻
お
よ
び
第
三
巻
も
来
年
度
中
の
刊
行
を
目
指
し
て

現
在
準
備
中
で
あ
る
。
総
説
編
、
部
局
史
編
と
合
わ
せ
て
、
京
都
大
学
百
年
の
歴
史
を
知
り
、
今
後
の
大
学
の

方
向
性
を
考
え
る
資
料
と
し
て
活
用
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
編
集
委
員
会
と
し
て
こ
れ
に
ま
さ
る
喜
ぴ
は
な

しミ。
ニ
の
機
会
に
、
編
集
主
任
を
は
じ
め
、
「
資
料
編
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
」
の
方
々
や
、
そ
の
他
関
係
の
皆

様
に
心
か
ら
の
謝
意
を
表
し
た
い
。

な
お
、
今
回
の
資
料
編
を
含
む
京
都
大
学
百
年
史
の
出
版
は
、
財
団
法
人
京
都
大
学
後
援
会
の
ご
協
力
に
よ



る
も
の
で
あ
り
、
深
く
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

平
成
二
年
七
月

歴
代
の
百
年
史
編
集
委
員
長
に
代
っ
て

京
都
大
学
百
年
史
編
集
委
員
会
第
五
代
委
員
長

菊
池

光
造

(7) 



凡

{列

『京
都
大
学
百
年
史
』
は
、
京
都
大
学
百
年
史
編
集
委
員
会
が
編
集
す
る
京
都
大
学
百
年
の
歴
史
で
あ
り
、
総
説
編
一
巻
、
部

局
史
編
三
巻
、
資
料
編
三
巻
よ
り
な
る
。

第
一
編

資
料
編
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

(
本
巻
)

第
二
編

第

編

第
四
編

第
五
編

総
索
引

法
令
・
規
則

百
年
の
出
来
事

式
典
・
式
辞

(
以
上
第
二
巻
)

一
覧
・
統
計

年
表

(
以
上
第
三
巻
)

修。

一
八
九
七
(
明
治
三

O
)
年
六
月
の
創
立
か
ら
、

京
都
大
学
に
関
す
る
重
要
な
法
令
お
よ
び
学
内
規
則
を
収
録
し
た
。
た
だ
し
、
法
令
に
関
し
て
は
、

一
部
京
都
帝
国
大
学
創
立
以

第
一
編
「
法
令
・
規
則
」
に
は
、

一
九
九
八

(
平
成
一

O
)
年
四
月
ま
で
の
、

四
前
の
も
の
も
収
録
し
た
。

第
一

一編
は
項
目
別
に
一
五
の
章
に
分
け
、

必
要
に
応
じ
て
細
目
を
立
て
た
。
史
料
は
細
目
ご
と
に
年
代
順
に
配
列
し
、
番
号
を

凡

(9) 



仔リ凡

付
し
た
。

五

(1国

法
令
、
規
則
は
原
則
と
し
て
制
定
時
お
よ
び
全
部
改
正
時
の
条
文
を
収
録
し
た
。
た
だ
し
通
則
、
京
都
帝
国
大
学
官
制
、
各
部

局
の
改
編
に
関
す
る
法
令
な
ど
は
一
部
改
正
時
の
条
文
も
収
録
し
た
。

ム

ノ、

一
九
九
八
(
平
成
一

O
)
年
四
月
現
在
の
時
点
を
基
準
と
し
て
項
目
を
立
て
、
過
去
に
改
組
等
が
あ

る
場
合
に
は
細
目
を
立
て
た
。
ま
た
、
掲
載
の
順
序
は
原
則
と
し
て
『
京
都
大
学
百
年
史
』
部
局
史
編
に
従
っ
た
。

京
都
大
学
の
各
部
局
は

七

本
文
の
記
述
は
以
下
の
要
領
に
よ
っ
た
。

( 

一、・〆

史
料
の
表
題
は
、
原
則
と
し
て
原
史
料
の
も
の
を
採
用
し
た
が
、
学
内
規
則
に
つ
い
て
は
「
京
都
大
学
」
「
京
都
帝
国
大
学
」

編
者
が
内
容
に
即
し
て
表
題
を
つ
け
た
も
の
に
は

*
を
付
し
た
。
編
集
の
都
合
に
よ
り
史
料
の
一
部
を
省
略
し

そ
の
旨
を
〔
抄
〕
と
示
し
、
本
文
中
に
も
〔
中
略
〕
の
よ
う
に
示
し
た
。
ま
た
、
編
者
の
付
し
た
副
題
は
〔

は
省
略
し
、

た
場
合
に
は
、

で
示
し
た
。

( 

一一) 

典
拠
は
表
題
の
次
に
付
し
、
巻
末
の
典
拠
目
録
に
あ
る
番
号
を
[

}
で
示
し
た
。

法
令
に
つ
い
て
は
、
勅
令
、
法
律
、
文
部
省
令
な
ど
の
種
類
・
官
省
名
等
を
示
し
て
、
法
令
番
号
を
付
し
た
。
学
内
規
則

に
つ
い
て
は
、
達
示
、
総
長
裁
定
な
ど
の
種
類
を
示
し
、
達
示
お
よ
び
医
療
技
術
短
期
大
学
部
に
お
け
る
規
程
の
場
合
は
番

号
を
付
し
た
。

(
四
)

法
令
に
つ
い
て
は
制
定
日
と
公
布
日
(
官
報
登
載
日
)
を
併
記
し
た
。
た
だ
し
、
「
改
正
」
欄
お
よ
ぴ
目
次
に
は
公
布
日
を

掲
げ
た
。
学
内
規
則
に
つ
い
て
は
、
達
示
に
つ
い
て
は
達
示
日
、
総
長
裁
定
・
評
議
会
決
定
・
教
授
会
決
定
等
に
つ
い
て
は

裁
定
日
等
を
掲
げ
た
。

(五)

法
令
の
公
布
文
(
法
令
の
表
題
、
本
文
よ
り
前
の
部
分
)
は

一
部
改
正
時
に
お
い
て
は
省
略
し
た
。

(
ム
ハ
)

重
複
す
る
一
部
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
表
題
・
法
令
番
号
・
年
月
日
の
み
を
記
し
た
。
史
料
本
文
に
つ
い
て
は
他
の
収
録



(

一

O
)

( 

一
一
) 

伊j凡

頁
を
示
し
た
。

(
七
)

編
者
に
よ
る
史
料
本
文
の
補
足
に
つ
い
て
は
〔

〕
で
示
し
た
。

(
八
)

法
令
、
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
は
、
次
の
資
料
を
参
考
に
し
て
「
改
正
」
欄
に
示
し
た
。
法
令
は
『
官
報
』

『法
令
全

書』

『現
行
日
本
法
規
旧
法
令
改
廃
経
過
』

『文
部
法
令
要
覧
」、
学
内
規
則
は
『
京
都
大
学
規
程
集
』

「京
都
大
学
学
報
』

『
晶
子
内
達
示
書
類
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。
な
お
、
一
部
改
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法
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未
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に
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さ
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公
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の
次
に
(

(
九
)
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未
施
行
法
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改
正
す
る
法
令
の
公
布
年
月
日
を
掲
げ
た
。

法
令
、
規
則
の
廃
止
、
全
部
改
正
、
改
称
は
〔
注
〕
に
示
し
た
。

原
史
料
が
横
書
き
の
も
の
は
縦
書
き
に
改
め
、
そ
の
旨
を
〔
注
〕

に
示
し
た
。

③②①  

史
料
本
文
は
原
則
と
し
て
原
史
料
の
通
り
に
表
記
し
た
が
、
次
の
事
項
は
例
外
と
し
た
。

漢
字
は
常
用
漢
字
を
使
用
し
た
。
た
だ
し
人
名
に
関
し
て
は
原
史
料
に
従
っ
た
。

疑
義
の
あ
る
箇
所
に
は
〔
マ
マ
}
あ
る
い
は
〔
カ
〕
を
傍
注
し
た
。

「
陀
」
「
寸
」
な
ど
の
合
わ
せ
字
は
、
「
ト
モ
」
「
コ
ト
」
な
ど
に
改
め
た
。
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:
(
一
九
八
四
・
九
-
二
)

将
来
計
画
検
討
委
員
会
要
項

:
j
i
-
-
:
:
:
:
:
:
:
j
i
-
-
:
:
(
一
九
八
四
・
九
・
二
五
)

教
養
部
に
か
か
わ
る
大
学
院
問
題
検
討
委
員
会
要
項

:
:
j
i
--::
・
(
一
九
八
四
・
一
0
・
九
)

教
養
部
に
か
か
わ
る
構
想
検
討
委
員
会
要
項

。
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次日細

動
物
実
験
指
針
検
討
委
員
会
要
項

:
・j
i
-
-
j
i
-
-
:
・

(

一

九

八

七

・

動
物
実
験
委
員
会
要
項

:
:
:
:
:
j
i
---

j
i
-
-
j
i
-
-
:
j
i
-
-
:
(
一
九
八
八
・

後
援
会
助
成
事
業
検
討
委
員
会
規
程
:
:
・
・
j
i
-
-
:
j
i
-
-
:
:
:
:
・
:
(
一
九
八
八
・
二
・
ニ
ニ
)

教
務
事
務
電
算
管
理
運
営
委
員
会
要
項

:
j
i
-
--
j
i
-
-
-
j
i
-
-
(
一
九
八
九
・
一

・
二
五
)

創
立
百
周
年
記
念
事
業
委
員
会
要
項

:
:
:
:
j
i
-
-:
:
:
:
j
i
-
-
:
:
(
一
九
八
九
・
五
・

二ハ
)

大
学
入
試
セ

ン
タ
ー
試
験
実
施
委
員
会
規
程
:
:
:
:
:
:
:
:
:
・
:
:
:
(
一
九
八
九
・
六
・
ニ
七
)

百
年
史
編
集
委
員
会
要
項
・
:
:
:
:
:
・
j
i
-
-
:
:
・:
j
i
-
-
j
i
-
-
・
(
一
九
九
0
・
九
-
二
)

創
立
百
周
年
記
念
施
設
建
設
委
員
会
要
項
;
:
・
:
:
:
:
j
i
-
-
:
・
(
一
九
九
一
・
五
・
二
八
)

教
育
課
程
等
特
別
委
員
会
要
項
・
:
:
:
:
j
i
-
-
:
:
j
i
-
-
j
i
-
-
:
(
一
九
九
一
・
七
・
二
二
)

保
健
診
療
所
の
在
り
方
検
討
委
員
会
要
項
:
:
・
j
i
-
-
:
:
:
:
j
i
-
-
(
一
九
九
二
・

六
・
二
)

核
燃
料
物
質
管
理
委
員
会
規
程

::
:
-
J
J・-
:
:
j
i
-
-
:
:
j
i
-
-
(
一
九
九
二
・
六
・
三
O
)

教
育
課
程
委
員
会
規
程
・
:
j
i
-
-
-
:
j
i
-
-
-
:
j
i
-
-
-
j
i
-
-
:
:
:
:
(
一
九
九
二
-
二
・
一
O
)

自
己
点
検
・
評
価
実
施
準
備
委
員
会
規
程

:
:
j
i
-
--
j

i

--
:
:
:
(
一
九
九
二・

二
・
一

O
)

将
来
構
想
検
討
委
員
会
規
程

:
:
:
:
j
i
-
-
・:
:
:
:
j
i
-
-
:
:
:
:
(
一
九
九
三
・

自
己
点
検
・
評
価
実
施
規
程

j

i
-
-
:
:
・
:
j
i
-
-
j
i
-

-::
・
(
一
九
九
三
・

新
キ
ャ
ン
パ
ス
委
員
会
規
程
:
:
・j

i

-
-
:
;
:
:
:
:
:
:
・j
i
-
-
(
一
九
九
四
・

創
立
百
周
年
記
念
事
業
支
援
委
員
会
要
項

j
i
-
-
・:
j
i
-
-
-
:
:
(
一
九
九
四
・

創
立
百
周
年
記
念
式
典
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
委
員
会
要
項
:
:
:
・
:
:
(
一
九
九
五
・

百
年
史
編
集
史
料
室
要
項
:
・

:
j
i
-
-
:
:
j
i
--:
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:
j
i
-
-
:
・
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一
九
九
五
・
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委
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第
四
章

事
務
組
織
等
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事

務
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程
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-
:
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j
i
-
-
-
j
i--
j
a
--
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:
:
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i
-
-
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i
-
-
(
一
八
九
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・

帝
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大
学
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務
規
程
・
:
・
j
i
-
-
・:
j
i--
:
:
:
:
:
:
j
i
-
-
:
:
:
(
一
九
四
五
・

国
立
学
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設
置
法
施
行
規
則
〔
事
務
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補
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す
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部
設
置
〕
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四
九
・
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規
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-
-
-
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:
:
j
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-
-
:
:
:
・
:
:
:
・
・
(
一
九
四
九
・

分
譲
規
程
:
・
:
:
:
:
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i
-
-
-
:
:
:
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-
-
:
・
j
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・
:
:
:
(
一
九
六
0
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学
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一
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総
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を
規
定
〕

:
:
j
i
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j
i
-
-
j
i
-
-
(
一
八
九
三
・

京
都
帝
国
大
学
官
制
〔
総
長
を
規
定
〕
:
:
・
:
j
i
--::
:
:
j
i
-
-
:
:
(
一
八
九
七
・

京
都
帝
国
大
学
総
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職
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規
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・
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次目細

総学学総総帝
長長長長長国
選を選候選大
考総考補挙学
基長基者子総
準に準鐙続長

改衡.職
称、手 j 務
.続:規

内:程
規

九九九九九九
六五四三一一
六四九八九八

六九一四

八五 0 七

四/>.王L七A :1L 

長一
特ー
別
補 総
佐 長
に特
関 別
す 補

高佐
程

:1L 
:1L 
五

三

副

学

長

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
副
学
長
設
置
〕
:
:
・
:
(
一
九
九
八
・

副
学
長
選
考
規
程
・

j
i
-
-
:
:
:
:
:
・
j
i
-
-
:
:
:
j
i
-
-
・
(
一
九
九
八
・

厚
生
補
導
担
当
の
副
学
長
の
職
務
を
定
め
る
規
程
:
・
:
:
:
:
:

:
(
一
九
九
八
・

四

教

職

員

(
一
)
服
務
・
懲
戒

文
官
分
限
令

:
:
j
i
-
-
:
:
:
j
i
-
-
:
j
i
-
-
:
:
j
i
-
-
:
:
・
:
:
:
:
:
(
一
八
九
九
・

文
官
懲
戒
令
:
:
・
j
i
-
-
:
:
-
j
i
-
-
:
:
-
j
i
-
-
:
・j
i
-
-
:
・j
i
-
-
:
(
一
八
九
九
-

東
京
、
京
都
両
帝
国
大
学
に
文
官
普
通
懲
戒
委
員
会
設
置
*
・
:
j
i
-
-
・
(
一
八
九
九
・

文
{
自
分
限
令
一
部
改
正
〔
抄
〕
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:
:
:
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:
:
:
:
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-
:
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三
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国
家
公
務
員
法
〔
抄
〕

j
i
-
-
:
:
:
:
:
:
:
j
i
-
-
・:
j
i
-
-
j
i
-
-
・
(
一
九
四
七
・
一
0
・
二
二

教
育
公
務
員
特
例
法
〔
抄
〕

j
i
-
-
j
i
-
-
j
i
-
-
-
j
i
-
-
:
・j
i
-
-
:
(
一
九
四
九
・
了
一
二
)

教
育
公
務
員
特
例
法
施
行
令
〔
抄
〕

:
j
i
-
-
:
・
:
:
・
j
i
-
-
:
・
:
:
:
(
一
九
四
九
・
了
二
一
)

(

二

)

任

用

帝
国
大
学
舎
監
特
別
任
用
ノ
件

:
j
i
-
-
:
:
:
:
j
i
-
-
:
:
:
:
:
:
(
一
八
九
七
・
六
-
一
一
一
一
)

帝
国
大
学
学
生
監
特
別
任
用
ノ
件

j
i
-
-
-
j
i
-
-
-
j
i
-
-
j
i
-
-
:
(
一
九
O
七
・
七
・
一
『
八
)

帝
国
大
学
事
務
官
、
帝
国
大
学
司
書
官
及
帝
国
大
学
司
書
特
別
任
用
令
(
一
九
O
八
・
六
・
一
六
)

(

三

)

{

疋

ロ

貝

行
政
機
関
職
員
定
員
法
〔
抄
〕

:
j
i
-
-
:
:
j
i
-
-
:
-
j
i
-
-
j
i
-
-
:
(
一
九
四
九
・
五
・
三
一
)

国
立
学
校
設
置
法
施
行
令
〔
抄
〕
・
:
j
i
-
-
:
j
i
-
-
:
j
i
-
-
:
:
:
:
:
(
一
九
五
四
・
三
・
三
二

行
政
機
関
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職
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定
員
に
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す
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〔
抄
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:
:
-
j
i
-
-
:
:
・
:
(
一
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六
九
・
五
・
二
ハ
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行
政
機
関
職
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定
員
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〔
抄
〕

j
i
-
-
j
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-
-
J
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-
j
i
-
-
:
:
:
(
一
九
六
九
・
五
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:
j
i
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-
j
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-
j
i
-
-
j
i
-
-
:
:
j
i
-
-
:
・
(
一
八
九
七
・
六
・
二
一
)

京
都
帝
国
大
学
官
制
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
総
長
職
権
の
一
部
を
福
岡
医
科

大学長に委任〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(一九O三・三・二五)

京
都
帝
国
大
学
官
制
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
舎
監
を
学
生
監
に
改
称
〕
:
:
:
(
一
九
O
三
・
=
了
五
)

京
都
帝
国
大
学
官
制
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
学
生
監
専
任
化
〕

-
j
i
-
-
:
:
:
(
一
九
O
七
・

京
都
帝
国
大
学
官
制
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
事
務
官
、
司
書
官
、
司
書
、
薬
局

長
設
置
〕
:
:
:
・
j
i
-
-
-
j
i
-
-
:
-
j
i
-
-
:
:
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j
i
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-
:
:
:
:
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-
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次自細

京
都
帝
国
大
学
官
制
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
書
記
官
廃
止
、
総
長
職
権
の
一

部
の
福
岡
医
科
大
学
長
へ
の
委
任
廃
止
〕

:
j
i
-
-
:
:
:
:
:
-
j
i
-
-
-
(
一
九
二
・
三
・
三
二

京
都
帝
国
大
学
官
制
一
部
改
正
〔
看
護
婦
長
設
置
〕

j
i
-
-
-
j
i
-
-
-
:
(
一
九
一
六
・
二
了
二
一
二
)

京
都
帝
国
大
学
官
制
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
技
手
設
置
〕
・
:
:
:
j
i
-
-
:
:
・
(
一
九
一
八
・
六
・
二
四
)

京
都
帝
国
大
学
官
制
一
部
改
正
〔
帝
国
大
学
令
改
正
に
伴
う
全
面
的
改

正〕

:
:
:
j
i
-
-
:
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:
j
i
-
-
j
i
-
-
j
i
-
-
j
i
-
-
:
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・
:
:
:
・
(
一
九
一
九
・
四
・
二

京
都
帝
国
大
学
官
制
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
書
記
官
設
置
、
看
護
婦
長
を
看

議
長
に
改
称
〕
:
:
:
・
:
j
i
-
-
:
:
:
:
:
:
-
j
i
-
-
-
:
:
j
i
-
-
-
j
i
-
-
・
(
一
九
二
了
四
・
三
一
)

京
都
帝
国
大
学
官
制
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
学
生
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を
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授
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教
授
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・
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:
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-
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:
j
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-
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了
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正
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長
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演
習
林
長
設
置
〕
:
・
:
(
一
九
二
四
・
五
・
二
九
)

京
都
帝
国
大
学
官
制
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
学
生
監
を
学
生
主
事
に
改
称
、

学生主事補設置〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(一九二八・一0・三O)

京
都
帝
国
大
学
官
制
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
臨
海
実
験
所
長
、
臨
湖
実
験
所

長
、
火
山
温
泉
研
究
所
長
設
置
〕
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i
-
-
j
i
-
-
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i
-
-
j
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i
-
-
:
:
(
一
九
三
七
・
三
了
二
七
)

東
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